
　■３つの行財政運営基本方針　■３つの行財政運営基本方針

　　■プランの基本方針・戦略と主な取組項目■プランの基本方針・戦略と主な取組項目

◇　◇　◇　◇　◇
　徳島市の行財政改革に向けた取り組みへ市民の皆さんの一層
のご理解とご協力をお願いします。
［問い合わせ先］行財政経営課（(621－5113　 624－3125）

徳島市行財政改革推進プラン2025スタート
～質の高い市民サービスを創り続ける行財政経営の実践～

　■プランの計画期間と対象　■プランの計画期間と対象

　計画期間は令和７年から令和10年までの４年間とし、全部局・全会計
を対象として取り組みます。
◆計画の推進方法

［持続可能な財政運営］
　短期的な視点においては、多様な財源の
確保に取り組むとともに、歳入規模に見合っ
た効果的で効率的な歳出を徹底することに
より、基金などの取り崩しに依存しない健
全な財政運営を持続します。また、中・長
期的な視点においても歳出抑制につながる
仕組みや体制を構築していく必要があり、
公共交通の再構築や、就学前施設の再編、
小中学校の適正規模・適正配置などを検討するほか、使用料や手数料など
の料金設定について見直すなど、持続可能な市民サービスの構築を目指す
取り組みを実施するとともに、人口構造の変化を見据えた公共施設の適切
な維持管理や、業務改善につながる行政サービスのＤＸ化やフロントヤー
ド改革などにも取り組みます。

［職員配置の適正化］
　持続可能な質の高い市民サービスを提供していくため、引き続き計画的な
定員管理を行いながら、組織および定員の最適化を図るとともに、必要な部
門には重点的に職員を配置し、効果的・効率的な行政運営に取り組みます。

基本方針 戦略 主な取組項目

１ 持続可能な
市民サービ
スの構築

１ 市政の透明化 ・ 市政情報の広報機能充実
・ 市民通報システムやコールセンター
（オンライン窓口）の導入

・ 窓口のキャッシュレス決済の導入推進
・ 証明書交付手数料の見直しや施設使用

料等の適正化

２ 窓口サービスの利便
性の向上

３ サービス規模・水準と
受益者負担の適正化

２ 健全な財政
基盤の確立

４ 歳入の拡大
・ 市税等徴収率の向上
・ 用途廃止された建物・土地の売却処分

や有償貸付
・ 不用物品の売却処分
・ 効率的な予算編成や公金取扱手数料の

削減
５ 歳出の抑制

３ 行政運営機
能の強化

６ 内部事務の効率化 ・内部事務のＤＸ推進
・官民連携の推進および広域連携の推進
・ 人材育成の推進およびコンプライアン

スの徹底
・ 働き方改革の推進および定員適正化計

画の推進

７ 多様な主体との連携

８ 職員配置の適正化

　急速な人口減少や少子高齢化の進行、高度経済成長期に整備した
インフラの老朽化、市民生活にも多大な影響を与えている物価高騰、
さらには、発生確率や県内死者数の想定が引き上げられた南海トラ
フ巨大地震への対応など、徳島市を取り巻く環境は厳しさを増して
います。
　こうした厳しい社会情勢や環境の変化を的確に捉え、持続可能な
地域社会を維持していくためには、行財政
改革を強力に推し進める必要があることから、
この度「徳島市行財政改革推進プラン2025
～質の高い市民サービスを創り続ける行財政
経営の実践～」を策定いたしました。
　徳島市の行財政改革に向けた取り組みへの
一層の御理解と御協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。 徳島市長

基本方針１　持続可能な市民サービスの構築
　人口減少・少子高齢化の進行に伴う人口構造の変化や市民の価
値観、ライフスタイルの変容など、社会情勢の変化を的確に捉え、
将来にわたって質の高い市民サービスを提供するため、市政情報
の透明化や行政手続の簡素化など、市民の利便性向上を図るとと
もに、持続可能な行政サービスのあり方を検討し構築します。

基本方針２　健全な財政基盤の確立
　総合計画の着実な推進を下支えし、新たな一般廃棄物中間処理
施設の整備など、市民サービスの維持・向上に資する新規事業に
取り組める強靱な財政基盤を確立するため、市税などの自主財源
の確保や保有財産の有効活用など、更なる財源確保に努めます。
また、市民ニーズや社会環境の変化を的確に捉え、選択と集中に
よりワイズスペンディング（効果的・効率的な支出）を徹底するこ
とで、歳入規模に見合った歳出構造を構築します。

基本方針３　行政運営機能の強化
　デジタル技術や民間活力・ノウハウを活用し、内部事務の効率化・
高度化を図ることで、行政運営機能の強化に取り組むとともに職
員配置の適正化を図ります。また、官民連携など多様な主体との
連携を進めるとともに、職場環境の充実や個々の職員力の強化に
取り組み、多様化する行政需要や新たな行政課題に的確に対応で
きる組織体制を構築します。

　夏はエアコンの使用などによって電気使用量が多くなる季節です。電気
使用量が増加すると、温室効果ガス排出量も増加します。しかし、電気代
を抑えようと無理な節電を行うと熱中症のリスクを高めるため、できる範
囲での省エネの積み重ねが大切です。
　そこで、地球にも家計にもやさしく、家庭で無理なく取り組める夏の省
エネ術を紹介します。
◆家庭でできる夏の省エネ術

［エアコン］
▶扇風機やサーキュレーターを併用して空気を循環
させる▶無理のない範囲で設定温度を上げる▶月に
１～２回フィルター掃除をする▶室外機の周辺には物を置かず風通しを良
くし、日よけを設置する

［冷蔵庫］
▶できるだけ隙間をあけて設置する▶熱いものは冷ましてから入れる▶食
品は奥の壁が見えるくらい余裕をもって入れる

［照明器具］
▶LED照明に取り換える（2027年末までに一般照明用の蛍光ランプの製
造および輸出入が禁止されます）

◆ワンポイントアドバイス
▶トマトやナス、キュウリ、スイカなどの夏野菜は利
尿作用があるため、体にこもった熱を排出し、体温を
下げる効果があります。旬の味覚を楽しみながら、暑
さ対策をしてみましょう▶熱中症警戒アラートの発表に注目し、事前に暑
さへの気付きを促すことで、熱中症への警戒を高めましょう

［問い合わせ先］環境保全課（(621－5213　 621－5210）

「うちエコ診断」を受けてみませんか
　各家庭に合った省エネ対策が分かる「うちエコ診断」の受診者を募
集しています。
◆うちエコ診断WEBサービスによる診断
　パソコンやスマートフォンから、おおよその電気代、ガ
ス代、ガソリン代などを入力することで診断できます。
◆うちエコ診断士による診断
　専門的な知識と資格を持った「うちエコ診断士」が、各家庭
のライフスタイルに合った省エネのアドバイスや提案をします。

［診断場所］市役所10階環境保全課

家庭でできる 夏の 省エネ対策に取り組もう！
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 徳島市では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で情報発信しています。
 


